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※市外局番は書いてあるものを除きすべて
０４２です。
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8月の お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽にお気 軽に
　 無 料 相 談無 料 相 談
お気 軽に
　 無 料 相 談

問い合わせ先予約開始日相談員会場時間実施日相談内容・定員

午前８時半
から電話で
生活文化課
☎４７０・７７３８

７月２７日（木）
弁護士

市役所２階
相談室

午前１０時
から

２日（水）
９日（水）法律相談

（各日8人） ８月１０日（木）１６日（水）
２３日（水）

７月２８日（金）
司法書士午後１時

から２日（水）
不動産・相続・会社の
登記等相談（5人）

土地家屋調査士午前１０時
から

表示登記・土地の境界
等相談（4人）

８月３日（木）行政書士午後１時
から９日（水）

相続・遺言・成年後見
等手続き相談（5人）

税理士税務相談（5人）

８月１０日（木）人権擁護委員午後１時半
から１６日（水）人権・身の上相談（4

人）
７月２７日（木）宅地建物取引士午後１時

から
３日（木）不動産取引相談（5人）

８月１７日（木）
弁護士

２３日（水）
交通事故相談（5人）

社会保険労務士午前１０時
から

年金・労災・雇用・保
険・人事管理等相談（4
人）

午前９時から
電話で
男女平等推進
センター
☎４７２・００６１

７月２６日（水）女性
カウンセラー

午前１０時～
午後１時７日（月）

女性の悩みごと相談
（各日3人） 午後１時半

～４時半
１４日（月）

８月９日（水）２１日（月）
２８日（月）

７月２１日（金）女性弁護士午前９時半～
午後０時半４日（金）女性弁護士による

法律相談（3人）
市商工会
☎４７１・７５７７前日までに市商工会

経営指導員
東久留米市
商工会館

午前１０時～
午後４時平日経営相談

問い合わせ先相談員会場時間実施日相談内容
同協会事務
局・桑原建築
設計事務所
☎４７６・１５１５

東久留米建築
設計協会会員

市役所１階屋内ひ
ろば

午後２時～
５時４日（金）耐震相談

中央相談室
☎４７３・３６６７教育相談員

中央相談室
（成美教育文化会
館内教育センタ
ー）

午前１０時～
午後５時

火曜～
土曜日教育相談

※電話相談も可。
滝山相談室
☎４７５・８９０９

滝山相談室
（西中学校隣）

月曜～
金曜日

児童青少年課
☎４７０・７７３６

母子・父子自
立支援員

児童青少年課
（市役所２階）

午前８時半
～午後５時開庁日母子・父子相談

前月末までに
障害福祉課
☎４７０・７７４７、
ファクス
４７５・８１８１

身体障害者
相談員

市役所１階相談室午前１０時～
正午

１８日（金）身体障害者相談

知的障害者
相談員９日（水）知的障害者相談

同センター
☎４７７・２７１１

さいわい福祉
センター支援
員

さいわい
福祉センター午前９時～

午後５時
平日心身障害者（児）

相談

※直接会場へ。ハローワーク
三鷹職員

市役所２階
ワークコーナー開庁日職業相談

８月は実施しません住宅増改築相談
市消費者
センター
☎４７３・４５０５
※直接会場へ。

消費生活相談
員

生活文化課
（市役所２階）

午前１０時～
正午、
午後１時～
４時

開庁日消費者相談
※電話相談も可。

生活文化課
☎４７０・７７３８行政相談委員８月は実施しません行政相談

健康課保健
サービス係
☎４７７・００２２

助産師・
保健師ご自宅希望する方は右記へ

問い合わせください。
妊婦訪問
赤ちゃん訪問

福祉総務課
☎４７０・７７４１相談支援員福祉総務課

（市役所１階）
午前９時～
午後４時開庁日生活困窮者自立

相談

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
民
税
・
都
民

税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
市
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕

事
な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

【
日
時
】夜
間
納
税
相
談
窓
口
＝

７
月　
日
（
木
）
午
後
８
時
ま
で

２７

▼
休
日
納
税
相
談
窓
口
＝
７
月　
２９

日
（
土
）・　
日
（
日
）
の
い
ず
れ

３０

も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　

【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　

【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　

【
そ
の
他
】介
護
保
険
料
、保
育

園
保
育
料
、
学
童
保
育
料
は
、
納

付
書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

領
収
し
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

　

７
月　
日
（
月
）
は
、
固

３１

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
第

２
期
、
国
民
健
康
保
険
税
第

１
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
第
１
期
の
納
期
限
で
す
。

最
寄
り
の
金
融
機
関
・
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便
局
）・コ
ン

ビ
ニ
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

　

高
額
療
養
費
制
度
と
は
、
同
じ

月
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
自
己
負

担
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え

た
場
合
、
超
え
た
額
を
払
い
戻
す

制
度
で
す
。

　
今
回
の
見
直
し
は
、
医
療
保
険

制
度
の
持
続
性
を
高
め
、世
代
間・

世
代
内
の
公
平
性
を
図
り
、
負
担

能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め
る
観

点
か
ら
行
わ
れ
、　

年
８
月
診
療

２９

分
か
ら
次
の
通
り
見
直
さ
れ
ま
す
。

１
カ
月
の
自
己
負
担
限
度
額

　

自
己
負
担
の
割
合
が
「
３
割
」

の
方
の
「
外
来
（
個
人
ご
と
）」
▼

「
１
割
」で
か
つ
所
得
区
分
が「
一

般
」の
方
の「
外
来（
個
人
ご
と
）」

▼
「
１
割
」
で
か
つ
所
得
区
分
が

「
一
般
」
の
方
の
「
外
来
＋
入
院

（
世
帯
ご
と
）」の
自
己
負
担
限
度

額
が
変
更
に
な
り
ま
す
（
下
表
参

照
）。

１
年
間
の
自
己
負
担
限
度
額

　

自
己
負
担
の
割
合
が
「
１
割
」

で
か
つ
所
得
区
分
が
「
一
般
」
の

方
の
「
外
来
（
個
人
ご
と
）」
の
自

己
負
担
額
の
合
計
額
に
、
１
年
間

（
毎
年
８
月
１
日
～
翌
年
７
月　
３１

日
）
で　
万
４
０
０
０
円
の
上
限

１４

額
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

高
額
療
養
費
支
給
の
多
数
回
該
当

　

自
己
負
担
の
割
合
が
「
１
割
」

で
か
つ
所
得
区
分
が
「
一
般
」
の

方
の「
外
来
＋
入
院（
世
帯
ご
と
）

の
限
度
額
」
に
よ
る
高
額
療
養
費

支
給
に
つ
い
て
、　

カ
月
間
に
４

１２

回
以
上
該
当
し
た
場
合
、
４
回
目

以
降
の
限
度
額
は
４
万
４
４
０
０

円
と
な
り
ま
す
。

　

【
高
額
療
養
費
の
申
請
】高
額
療

養
費
の
支
給
対
象
と
な
っ
た
被
保

険
者
に
は
、
診
療
月
か
ら
約
４
カ

月
後
に
広
域
連
合
か
ら
申
請
書
を

送
付
し
ま
す
。
申
請
書
が
届
き
ま

し
た
ら
、
保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係
（
市
役
所
１
階
）
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い

　
な
お
、
一
度
申
請
す
る
と
振
込

口
座
が
登
録
さ
れ
る
の
で
、
次
回

以
降
は
申
請
を
し
な
く
て
も
口
座

に
振
り
込
ま
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

　

世
帯
の
全
員
が
住
民
税
（
市
民

税
・
都
民
税
）
非
課
税
の
場
合
、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」（
以
下
、減
額
認
定
証
）

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
の

窓
口
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

保
険
適
用
の
医
療
費
の
自
己
負
担

限
度
額
と
入
院
時
の
食
費
が
減
額

さ
れ
ま
す
。

既
に
お
持
ち
の
方

　

現
在
の
減
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月　
日
（
月
）
で
す
。
８

３１

月
１
日
（
火
）
以
降
も
引
き
続
き

対
象
と
な
る
方
に
は
、
７
月
末
日

ま
で
に
新
し
い
減
額
認
定
証
（
有

効
期
限　
年
７
月　
日
）
を
送
付

３０

３１

し
ま
す
。
色
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ

白
色
で
す
。

ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方

　

世
帯
の
全
員
が
、　

年
度
の
住

２９

民
税
が
非
課
税
で
、
こ
れ
ま
で
減

額
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
は

申
請
が
必
要
で
す
。
被
保
険
者
証

と
認
め
印
を
持
参
し
、
保
険
年
金

課
高
齢
者
医
療
係（
市
役
所
１
階
）

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

長
期
入
院
該
当
の
認
定

　

住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
方

（
世
帯
の
所
得
が
一
定
基
準
以
下

の
場
合
を
除
く
）
で
過
去　
カ
月

１２

の
入
院
日
数
が　
日
を
超
え
る
場

９０

合
に
は
、
入
院
時
の
食
費
が
さ
ら

に
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
、
入
院
日

数
の
分
か
る
病
院
の
領
収
書
な
ど

を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
係
☎
４
７
０
・
７

８
４
６
へ
。

市
税
な
ど
の
納
付
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
を

開
設
し
ま
す

「「「「「「「「「「「「「「
限限限限限限限限限限限限限限
度度度度度度度度度度度度度度
額額額額額額額額額額額額額額
適適適適適適適適適適適適適適
用用用用用用用用用用用用用用
・・・・・・・・・・・・・・
標標標標標標標標標標標標標標
準準準準準準準準準準準準準準
負負負負負負負負負負負負負負
担担担担担担担担担担担担担担

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額額額額額額額額額額額額額額額

減減減減減減減減減減減減減減
額額額額額額額額額額額額額額
認認認認認認認認認認認認認認
定定定定定定定定定定定定定定
証証証証証証証証証証証証証証
」」」」」」」」」」」」」」
をををををををををををををを
更更更更更更更更更更更更更更
新新新新新新新新新新新新新新
しししししししししししししし
まままままままままままままま

減
額
認
定
証
」
を
更
新
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすす

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

※１　世帯収入の合計額が５２０万円未満（１人世帯の場合は３８３万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が２１０
万円以下の場合も含みます。

※２　過去１２カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※３　総医療費が、２６万７,０００円を超えた場合、超えた分の「１％」を加算します。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　

年
８
月
か
ら
高
額
療
養
費
制
度
が

２９見
直
さ
れ
ま
す

年
金
の
受
給
資
格
期
間
が 

　

年
に
短
縮
と
な
り
ま
す

１０
　

８
月
１
日
（
火
）
か
ら
、
年

金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な

期
間（
保
険
料
納
付
済
等
期
間
）

が
、　

年
か
ら　
年
に
短
縮
さ

２５

１０

れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
年
金

を
受
け
取
れ
る
方
を
増
や
し
、
こ

れ
ま
で
納
め
た
年
金
保
険
料
を
年

金
の
支
払
い
に
つ
な
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

◎
年
金
の
支
払
時
期

　

日
本
年
金
機
構
に
お
い
て
、資

格
期
間
が　
年
以
上
あ
る
こ
と
が

１０

確
認
で
き
た
対
象
者
宛
て
に
老
齢

基
礎
年
金
の
請
求
書（
黄
色
の
封

筒・Ａ
４
サ
イ
ズ
）を
発
送
し
て
い

ま
す
。最
も
早
い
年
金
の
支
払
い

は　
月
で
す
。ま
だ
、請
求
手
続
き

１０
を
し
て
い
な
い
方
は
至
急
、年
金

ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０・０
５・１

１
６
５
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

黄
色
の
請
求
書
が
届
か
な
い
方
で

も
任
意
加
入
の
申
し
出
に
よ
り
、

期
間
を
加
え
る
と
年
金
を
受
給

で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
自
身
の
資
格
期
間
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

◎
手
続
き

　

黄
色
の
請
求
書
が
届
き
次
第
、

市
役
所
で
必
要
な
各
種
証
明
書

類
の
発
行
を
受
け
、
最
寄
り
の

年
金
事
務
所
な
ど
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
年
金
を
受
給

す
る
権
利
が
発
生
す
る
日
は
、

８
月
１
日
（
火
）
で
す
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

２９年８月診療分から２９年７月診療分まで
適用区分 外来＋入院（世帯ごと）外来（個人ごと）外来＋入院（世帯ごと）外来（個人ごと）

８万１００円＋１％　※３
（多数回４万４,４００円　※２）５万７,６００円８万１００円＋１％　※３

（多数回４万４,４００円　※２）４万４,４００円課税所得１４５万円
以上の方

現
役
並
み

５万７,６００円
（多数回４万４,４００円　※２）

１万４,０００円
年間上限１４万４,０００
円（８月１日～翌年
７月３１日）

４万４,４００円１万２,０００円課税所得１４５万円
未満の方　※１

一
般

２万４,６００円

８,０００円

２万４,６００円

８,０００円

Ⅱ住民税非課税世帯
（Ⅰに該当しない方）

住
民
税
非
課
税

１万５,０００円１万５,０００円
Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入８０万円以
下など）

１カ月の自己負担限度額

（ ）


